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医療スタッフの協働・連携によるチーム医療の推進について 

 

平素より、本会会務に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。 

さて、このほど、厚生労働省医政局長より標記通知が別添のとおり通知がございま

したので、お知らせいたします。 

チーム医療の推進について、厚生労働省は平成 21 年 8 月から「チーム医療の推進に

関する検討会」（座長：永井良三・東京大学大学院医学研究科教授）を開催し、平成

22 年 3 月 19 日に報告書「チーム医療の推進について」を取りまとめたところでありま

す（平成 22 年 3 月 24 日付日薬業発第 465 号、日薬誌 5 月号「日薬情報」参照）。 

今般は、当該報告書を踏まえ、薬剤師等の各医療スタッフが実施することができる

業務の内容が整理されました。通知では、病棟や在宅医療の場面において薬剤師が十

分に活用されていない医療現場の実情に鑑み、薬剤師が積極的に実施することが望ま

れる業務を挙げています。また、薬剤師以外の医療スタッフが各々の専門性を活かし

て薬剤に関する業務を行う場合は、薬剤師の助言を必要とする場面が想定されること

から、「薬剤の専門家として各医療スタッフからの相談に応じることができる体制を

整えることが望まれる」としています。 

つきましては、貴会会員にご周知賜りますようお願い申し上げます。 

なお、厚生労働省は、一般の看護師の業務範囲や特定看護師（仮称）の要件などを

検討するため、「チーム医療推進会議」を発足させ、本日初会合を開催しましたこと

を申し添えます。 

 

（別添） 
・平成 22 年 4 月 30 日付医政発 0430 第 2号「医療スタッフの協働・連携によるチー

ム医療の推進について」  
















